
【予防接種の種類】 ●定期接種　　国の予防接種法に基づいて行われる予防接種です。対象年齢内に接種すれば費用は無料です。
●任意接種　　接種を希望する方の責任と判断によって行われる予防接種です。
　　　　　　　　　 通常、料金は有料ですが、豊後大野市では市内に住所を有する人であれば、おたふくかぜワクチンの接種は無料（全額助成）です。

【対象年齢の考え方】◆「1歳に至るまで」とは令和7年4月1日生まれの人であれば、令和8年3月31日までということです。（3月31日は含まれます。）
◆「1歳以上」とは、令和7年4月1日生まれの人であれば、令和8年3月31日から接種できるということです。
◆「1歳未満」とは、令和7年4月1日生まれの人であれば、令和8年3月31日まで接種できるということです。

初回3回 ・生後12月に至るまでの間に27日以上の間隔をおいて3回接種します。

・初回接種終了後、7月以上の間隔(標準的な接種期間は7月以上13月まで)をおいて1回接種します。

　ただし、生後12月に至るまでの間に初回接種を3回できなかった場合は、初回接種終了日から27日以上の間隔をおいて1回接種します

初回2回 ・生後12月に至るまでの間に27日以上の間隔をおいて2回接種します。

・初回接種終了後、7月以上の間隔(標準的な接種期間は7月以上13月まで)をおいて1回接種します。

　ただし、生後12月に至るまでの間に初回接種を2回できなかった場合は、初回接種終了日から27日以上の間隔をおいて1回接種します

・生後24月に至るまでの間に27日以上の間隔をおいて3回接種します。

　ただし、生後12月を超えて初回接種2回目を接種した場合は、初回接種3回目は接種しません。

追加1回 ・初回接種終了後、60日以上をおいて、かつ生後12月に至った日以降(標準的な接種期間は生後12月から生後15月)に1回接種します。

初回2回 ・生後24月に至るまでの間に27日以上の間隔をおいて2回接種します。

追加1回 ・初回接種終了後、60日以上をおいて、かつ生後12月に至った日以降(標準的な接種期間は生後12月から生後15月)に1回接種します。

 初回接種が、生後12月から生後24月に至るまでの間 2回 ・60日以上の間隔をおいて、2回接種します。

 初回接種が、生後24月から生後60月に至るまでの間 1回のみ ・1回接種します。

 1期初回 3回 ・20日以上の間隔をおいて3回接種します。（標準的な接種期間は生後3月から生後12月）

 1期追加 1回 ・1期初回接種(3回)終了後、6月以上の間隔をおいて1回接種します。（標準的な接種期間は生後12月から生後18月）

 1期初回 3回 ・20日以上の間隔をおいて3回接種します。（標準的な接種期間は生後3月から生後12月）

 1期追加 1回 ・1期初回接種(3回)終了後、6月以上の間隔をおいて1回接種します。（標準的な接種期間は生後12月から生後18月）

２種混合  2期  11歳以上13歳未満 1回

ＢＣＧ 1回 ・標準的な接種期間は生後5月から生後8月です。

 1期  生後12月から生後24月に至るまでの間 1回 ・麻しん(はしか)と風しんの混合ワクチンを接種します。1歳になったら早めに受けましょう。

 2期  小学校入学前の1年間 1回 ・令和7年度の対象者は、平成31年4月2日～令和2年4月1日までの間に生まれた人です。令和8年3月31日までが接種期間となりますので、早めに受けましょう。

※風しん単独ワクチンを接種することもできます。

特例 １期（令和6年度内に24月に達する、又は達した方） 1回 MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった方は、令和7年4月1日から令和9年3月31日まで接種できます。

対象者 2期（平成30年4月2日～平成31年4月1日までの間に生まれた人） 1回 MRワクチンの偏在等が生じたことを理由にワクチンの接種ができなかった方は、令和7年4月1日から令和9年3月31日まで接種できます。

 1期初回 2回 ・6日以上の間隔をおいて2回接種します。（標準的な接種期間は3歳から4歳）

 1期追加 1回 ・1期初回接種(2回)終了後、6月以上の間隔をおいて1回接種します。（標準的な接種期間は4歳から5歳）

2期  9歳以上13歳未満 1回 ・標準的な接種期間は9歳から10歳です。

 平成7年4月2日～平成19年4月1日までの間に生まれた人

 （ただし20歳未満）

子宮頸がん予防 2～3回 ・ワクチンの種類、接種開始年齢によって、接種回数・接種間隔が異なります。

 平成9年4月2日～平成21年4月1日までの間に生まれた

女子（令和8年3月までの1年間の措置）

ロタテック  生後6週から生後32週まで 3回 ・初回接種は生後6週から生後14週6日までの間に接種します。生後32週までの間に27日以上の間隔をあけて3回接種します。

ロタリックス  生後6週から生後24週まで 2回 ・初回接種は生後6週から生後14週6日までの間に接種します。生後24週までの間に27日以上の間隔をあけて2回接種します。

・1回分のみ。

・過去におたふくかぜにかかったことがない人、おたふくかぜの予防接種を受けたことがない人が対象です。

　【問い合わせ先】　　豊後大野市役所　市民生活課　健康推進室　☎０９７４－２２－１００７

 生後2月から生後60月に至るまでの間　　※初回接種時の年齢により接種回数が異なります。

 生後2月から生後60月に至るまでの間　　※初回接種時の年齢により接種回数が異なります。

 生後2月から生後90月に至るまでの間

 生後2月から生後90月に至るまでの間

 生後12月に至るまでの間

 生後6月から生後90月に至るまでの間

 小学6年生から高校1年生相当の年齢の女子

豊後大野市では、次の予防接種を行っています。大切なお子さまを様々な病気から守るために、計画的に予防接種を受けましょう。各予防接種（ワクチン）の詳細については、赤ちゃん訪問の際配布する「予防接種と子
どもの健康」（小冊子）をご覧ください。小冊子をお持ちでない方は市役所でお渡しできます。また、予防接種の受け方などのご相談も保健師が応じていますので、お気軽にお問い合わせください。

種類 ワクチン 対象年齢 接種回数 備　　　　　　　　考

 初回接種が、生後2月から生後7月に至るまでの間
追加1回

 初回接種が、生後7月から生後12月に至るまでの間
追加1回

 初回接種が、生後12月から生後60月に至るまでの間 1回のみ ・1回接種します。

小児用肺炎球菌  初回接種が、生後2月から生後7月に至るまでの間
初回3回

 初回接種が、生後7月から生後12月に至るまでの間
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・各期の不足分を接種することができます。ただし、2期の接種は9歳以上が対象となります。
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・令和7年3月末までに1回接種していれば各期の不足分を接種することができます。

水痘  生後12月から生後36月に至るまでの間 2回
・標準的な接種期間は生後12月から生後15月に至るまでの間に1回目の接種を行い、3月以上、標準的には6月～12月の間隔をおいて2回目の接種を行いま
す。過去に水痘にかかったことがない人が対象です。

Ｂ型肝炎  生後12月に至るまでの間 3回 ・標準的な接種期間は生後2月から生後9月です（27日以上の間隔をおいて2回接種した後、第1回目の注射から139日以上の間隔をおいて1回接種）。
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おたふくかぜ  生後12月から小学校入学前年の年度末まで 1回
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 　　令和７年度　豊後大野市　子どもの予防接種のご案内　

令和７年４月１日現在



令和７年度　子どもの予防接種　協力医療機関一覧表　（豊後大野市内）
※事前に必ず電話予約をしましょう。　かかりつけ医が市内にない場合は、市外（県内の指定医療機関）でも接種可能です。

令和７年4月1日改正

任意接種
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定期接種

対象者については接種費用を市が全額負担します

 佐藤産婦人科医院 ０９７４－２２－４１０３

 福島病院 ０９７４－２２－３３２１

 ふじしま内科 ０９７４－２２－０１１４

 三重東クリニック ０９７４－２２－６３３３

 帰巖会みえ病院 ０９７４－２２－６６７２

 みやわき小児科 ０９７４－２４－０２３０

土生医院 ０９７４－２２－０４４４

 麻生医院 ０９７４－４２－２０２３

 豊後大野市民病院 ０９７４－４２－３１２１

 児玉医院 ０９７４－３４－２２１５

天心堂おおの診療所 ０９７４－３４－３３３１

 広瀬医院 ０９７４－３７－２０２２

 いぬかい児玉医院 ０９７－５７８－５０１５

 宇野医院 ０９７－５７８－１１１７

 岡本医院　おかもと糖尿病・
 内分泌クリニック

０９７－５７８－０２１０

所在地 医療機関名 電話番号

緒方町

大野町

犬飼町

三重町


